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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フランジ部を有する略円柱状のピンと、
　レバー基部が前記ピンによって回動可能に軸支されているレバーと、
　互いに対向している一対の側壁部の内面間に位置している内部空間内に前記レバー基部
を収容しているハンドル本体部と、を備え、
　前記ハンドル本体部は、前記一対の側壁部のうち一方に位置しており、前記フランジ部
に外接する外接円の直径よりも大きな内径を有するピン挿通孔、および前記ピン挿通孔に
連続しており前記フランジ部の前記直径よりも小さな溝幅で延びている第１ピンスライド
溝を有するピン収容部を有し、
　前記ピン挿通孔を挟んで前記第１ピンスライド溝に対向するように位置しているととも
に、前記第１ピンスライド溝の長手方向と略平行に移動可能なピン位置調整手段をさらに
備え、
　前記ピンは、その長手方向が前記第１ピンスライド溝の前記長手方向に対して略垂直で
あり、少なくとも一部が前記ピン位置調整手段によって前記ピン挿通孔から前記第１ピン
スライド溝内にスライドされており、かつ前記フランジ部が前記側壁部の前記内面側に位
置している前記第１ピンスライド溝の縁部に係止された状態で、前記ピン収容部内に収容
されている、ブローチハンドル。
【請求項２】
　前記ピン位置調整手段は、
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　　後端部にネジ部を有する角柱状の位置調整軸と、
　　前記第１ピンスライド溝の前記長手方向に対して略垂直な方向にスライド可能な板状
の軸固定部と、を有し、
　前記軸固定部は、
　　前記位置調整軸に外接する外接円の直径よりも大きな内径を有する軸挿通部と、
　　前記軸挿通部に連続しており前記位置調整軸に外接する前記外接円の直径よりも小さ
な間隔をおいて互いに対向している一対の内壁面と、を有する、請求項１に記載のブロー
チハンドル。
【請求項３】
　前記ピン位置調整手段は、前記軸固定部のうち前記一対の内壁面側に位置している一端
部から前記軸挿通部側に位置している他端部に向けて前記軸固定部を付勢している付勢手
段をさらに有する、請求項２に記載のブローチハンドル。
【請求項４】
　前記フランジ部が、前記ピンの外周部と一体に成形されている、請求項１～３のいずれ
かに記載のブローチハンドル。
【請求項５】
　前記フランジ部は、前記ピンの長手方向における中央部よりも一端部側に位置しており
、
　前記レバー基部は、
　　前記ピンを挿通する貫通孔と、
　　前記貫通孔の周囲に位置している凹部と、を有し、
　前記ピンは、前記フランジ部が前記凹部内に収容された状態で、前記貫通孔に挿通され
ている、請求項１～４のいずれかに記載のブローチハンドル。
【請求項６】
　前記第１ピンスライド溝は、前記ハンドル本体部の長手方向と略平行に、かつ前記ハン
ドル本体部の先端部に向かって延びている、請求項１～５のいずれかに記載のブローチハ
ンドル。
【請求項７】
　前記ハンドル本体部は、その後端部に位置している被打撃部をさらに有し、
　前記ピン収容部が、前記側壁部のうち前記後端部側に位置している、請求項１～６のい
ずれかに記載のブローチハンドル。
【請求項８】
　前記ハンドル本体部は、前記一対の側壁部のうち他方に位置しており、前記第１ピンス
ライド溝と同じ溝幅で延びている第２ピンスライド溝をさらに有する、請求項１～７のい
ずれかに記載のブローチハンドル。
【請求項９】
　前記ハンドル本体部の先端部から外方に突出している凸状のステムブローチ嵌合部と、
　前記ハンドル本体部の先端部側に位置しており前記レバーの回動に伴って前記ハンドル
本体部に対して少なくとも一部が外方に移動可能な鉤状のステムブローチ係合部と、をさ
らに備える、請求項１～８のいずれかに記載のブローチハンドル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ステムブローチを取り付けて操作するブローチハンドルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、疾患または事故等で機能が低下した股関節の機能を回復させるために、股関
節を人工のものに置換する人工股関節置換術が行われている。人工股関節を構成する部材
のうちステムは、湾曲した略棒状の部材であり、以下のステップ（ｉ）～（iii）を経て
大腿骨の髄腔に埋入される。
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【０００３】
　（ｉ）まず、皮膚および筋肉を切開し、大腿骨頭を切除する。
　（ii）次に、大腿骨頭を切除した大腿骨の髄腔に、ステム埋入孔を形成する。
　（iii）最後に、ステムをステム埋入孔に打ち込み、ステムを大腿骨の髄腔に埋入する
。
【０００４】
　上述したステップ（ｉ）～（iii）のうちステップ（ii）におけるステム埋入孔の形成
には、ステムの形状を模したステムブローチと、ステムブローチを取り付けて操作するブ
ローチハンドルとが使用される（例えば、特許文献１参照）。ステムブローチは、その外
周面に骨組織を切削する多数の刃部を有し、近位端面に凹状の嵌合部および凹状の係合部
を有する。また、ブローチハンドルは、その先端部側に凸状の嵌合部および鉤状の係合部
を有する。
【０００５】
　ステムブローチをブローチハンドルに取り付けるには、まず、ブローチハンドルの凸状
の嵌合部をステムブローチの凹状の嵌合部に凹凸嵌合させる。次に、ブローチハンドルの
鉤状の係合部をステムブローチの凹状の係合部に係合させて嵌合状態をロックする。ブロ
ーチハンドルの鉤状の係合部は、ハンドル本体部に対して外方に移動可能に構成されてい
る。このような鉤状の係合部の動きは、ハンドル本体部に対して回動可能に軸支されてい
るレバーによって操作される。特許文献１では、レバーが鉤状の係合部と一体に成形され
ている。
【０００６】
　ところで、上述したステム埋入孔は、ステムブローチを取り付けたブローチハンドルの
後端部をハンマーで叩き、ステムブローチを大腿骨の髄腔に打ち込むことによって形成す
る。特許文献１に記載されているような従来のブローチハンドルでは、レバーの基部が円
柱状のピンによって軸支されている。円柱状のピンは、ハンドル本体部に設けられた挿通
孔に圧入されている。そのため、繰り返しハンマーでブローチハンドルの後端部を叩くと
、その衝撃によってピンが挿通孔から抜け出してハンドル本体部から脱落するという問題
があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１９１６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、レバーの基部を軸支しているピンがハンドル本体部から脱落するのを
抑制することができるブローチハンドルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、以下の構成からなる解決手
段を見出し、本発明を完成するに至った。
　（１）フランジ部を有する略円柱状のピンと、レバー基部が前記ピンによって回動可能
に軸支されているレバーと、互いに対向している一対の側壁部の内面間に位置している内
部空間内に前記レバー基部を収容しているハンドル本体部と、を備え、前記ハンドル本体
部は、前記一対の側壁部のうち一方に位置しており、前記フランジ部に外接する外接円の
直径よりも大きな内径を有するピン挿通孔、および前記ピン挿通孔に連続しており前記フ
ランジ部の前記直径よりも小さな溝幅で延びている第１ピンスライド溝を有するピン収容
部を有し、前記ピン挿通孔を挟んで前記第１ピンスライド溝に対向するように位置してい
るとともに、前記第１ピンスライド溝の長手方向と略平行に移動可能なピン位置調整手段
をさらに備え、前記ピンは、その長手方向が前記第１ピンスライド溝の前記長手方向に対
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して略垂直であり、少なくとも一部が前記ピン位置調整手段によって前記ピン挿通孔から
前記第１ピンスライド溝内にスライドされており、かつ前記フランジ部が前記側壁部の前
記内面側に位置している前記第１ピンスライド溝の縁部に係止された状態で、前記ピン収
容部内に収容されている、ブローチハンドル。
　（２）前記ピン位置調整手段は、後端部にネジ部を有する角柱状の位置調整軸と、前記
第１ピンスライド溝の前記長手方向に対して略垂直な方向にスライド可能な板状の軸固定
部と、を有し、前記軸固定部は、前記位置調整軸に外接する外接円の直径よりも大きな内
径を有する軸挿通部と、前記軸挿通部に連続しており前記位置調整軸に外接する前記外接
円の直径よりも小さな間隔をおいて互いに対向している一対の内壁面と、を有する、前記
（１）に記載のブローチハンドル。
　（３）前記ピン位置調整手段は、前記軸固定部のうち前記一対の内壁面側に位置してい
る一端部から前記軸挿通部側に位置している他端部に向けて前記軸固定部を付勢している
付勢手段をさらに有する、前記（２）に記載のブローチハンドル。
　（４）前記フランジ部が、前記ピンの外周部と一体に成形されている、前記（１）～（
３）のいずれかに記載のブローチハンドル。
　（５）前記フランジ部は、前記ピンの長手方向における中央部よりも一端部側に位置し
ており、前記レバー基部は、前記ピンを挿通する貫通孔と、前記貫通孔の周囲に位置して
いる凹部と、を有し、前記ピンは、前記フランジ部が前記凹部内に収容された状態で、前
記貫通孔に挿通されている、前記（１）～（４）のいずれかに記載のブローチハンドル。
　（６）前記第１ピンスライド溝は、前記ハンドル本体部の長手方向と略平行に、かつ前
記ハンドル本体部の先端部に向かって延びている、前記（１）～（５）のいずれかに記載
のブローチハンドル。
　（７）前記ハンドル本体部は、その後端部に位置している被打撃部をさらに有し、前記
ピン収容部が、前記側壁部のうち前記後端部側に位置している、前記（１）～（６）のい
ずれかに記載のブローチハンドル。
　（８）前記ハンドル本体部は、前記一対の側壁部のうち他方に位置しており、前記第１
ピンスライド溝と同じ溝幅で延びている第２ピンスライド溝をさらに有する、前記（１）
～（７）のいずれかに記載のブローチハンドル。
　（９）前記ハンドル本体部の先端部から外方に突出している凸状のステムブローチ嵌合
部と、前記ハンドル本体部の先端部側に位置しており前記レバーの回動に伴って前記ハン
ドル本体部に対して少なくとも一部が外方に移動可能な鉤状のステムブローチ係合部と、
をさらに備える、前記（１）～（８）のいずれかに記載のブローチハンドル。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、レバーの基部を軸支しているピンがハンドル本体部から脱落するのを
抑制することができ、人工股関節置換術を安全に行うことができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係るブローチハンドルを示す分解斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るブローチハンドルを示す側面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るブローチハンドルの後端部近傍を拡大して示す側面図
であり、（ａ）はピンがピン挿通孔に位置する状態、（ｂ）はピンが第１ピンスライド溝
内に位置する状態を示す。
【図４】図３（ｂ）に示すブローチハンドルのａ矢視図である。
【図５】図３の各線に沿ってブローチハンドルを切断した状態を拡大して示す断面図であ
り、（ａ）はｂ－ｂ線に沿って切断した断面図、（ｂ）はｃ－ｃ線に沿って切断した断面
図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るブローチハンドルが備えるレバーを示す側面図である
。
【図７】本発明の一実施形態に係るブローチハンドルが備えるハンドル本体部の後端部近
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傍を拡大して示す側面図であり、（ａ）は一対の側壁部のうち一方を示し、（ｂ）は他方
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態に係るブローチハンドルについて、図１～図７を参照して詳
細に説明する。
　図１に示すように、本実施形態のブローチハンドル１は、ピン２、レバー３、ハンドル
本体部４、およびピン位置調整手段５を備えている。以下、ブローチハンドル１の各構成
部材について、順に説明する。
【００１３】
（ピン）
　本実施形態のピン２は、いわゆる平行ピンであり、レバー３の支軸として機能する部材
である。本実施形態のピン２は、略円柱状であり、かつフランジ部２１を有する。本実施
形態のフランジ部２１は、略円環状であり、ピン２の外周部と一体に成形されている。ま
た、本実施形態のフランジ部２１は、ピン２の長手方向における中央部よりも一端部側に
位置している。
【００１４】
（レバー）
　本実施形態のレバー３は、図２に示すように、術者の手指によって操作される長尺平板
状の操作部３１と、操作部３１に接続しているレバー基部３２と、を有する。本実施形態
のレバー基部３２は、図６に示すように、上述したピン２を挿通する貫通孔３２１と、貫
通孔３２１の周囲に位置している凹部３２２と、を有する。
【００１５】
　本実施形態では、ピン２のフランジ部２１が凹部３２２内に収容された状態で、ピン２
が貫通孔３２１に挿通されている（図４参照）。そして、本実施形態のレバー３は、図２
に示すように、レバー基部３２がピン２によって矢印Ａ方向に回動可能に軸支されている
。また、本実施形態では、レバー３の操作部３１が、ハンドル本体部４に沿って倒れた姿
勢からハンドル本体部４に対して起立した姿勢に回動可能に軸支されている。
【００１６】
（ハンドル本体部）
　本実施形態のハンドル本体部４は、図１に示すように、長尺中空状の部材であり、互い
に対向している一対の側壁部として、第１側壁部４１ａおよび第２側壁部４１ｂを有する
。また、本実施形態のハンドル本体部４は、図２に示すように、一対の側壁部４１ａ，４
１ｂの内面間に位置している内部空間４１ｃ内に、上述したレバー基部３２を収容してい
る。
【００１７】
　本実施形態のハンドル本体部４は、図７（ａ）に示すように、一対の側壁部４１ａ，４
１ｂのうち一方の第１側壁部４１ａに位置しているピン収容部４２を有する。ピン収容部
４２は、上述したピン２を収容する部位である。
【００１８】
　本実施形態のピン収容部４２は、ピン挿通孔４２１および第１ピンスライド溝４２２を
有する。ピン挿通孔４２１および第１ピンスライド溝４２２はいずれも、第１側壁部４１
ａの外面および内面の間を貫通している。
【００１９】
　ピン挿通孔４２１は、上述したピン２のフランジ部２１に外接する外接円Ｏ１の直径よ
りも大きな内径Ｄ１を有する。フランジ部２１に外接する外接円Ｏ１とは、ピン２の長手
方向に沿ってフランジ部２１を見たとき、フランジ部２１を全て含む最小円のことを意味
するものとする（図３（ａ）参照）。本実施形態では、上述のとおり、フランジ部２１は
円環状であることから、フランジ部２１に外接する外接円Ｏ１は、円環状のフランジ部２
１の外縁部と同じ形状である。そして、ピン挿通孔４２１は、フランジ部２１の外縁部よ
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りも大きな内径Ｄ１を有する。
【００２０】
　第１ピンスライド溝４２２は、ピン挿通孔４２１に連続しており、フランジ部２１に外
接する外接円Ｏ１の直径よりも小さな溝幅Ｗ１で延びている（図３（ａ）および図７（ａ
）参照）。本実施形態の第１ピンスライド溝４２２は、ハンドル本体部４の長手方向Ｌ１
と略平行に延びている。また、本実施形態の第１ピンスライド溝４２２は、ハンドル本体
部４の先端部４ａに向かって延びている（図２参照）。
【００２１】
　本実施形態のハンドル本体部４は、図７（ｂ）に示すように、一対の側壁部４１ａ，４
１ｂのうち他方の第２側壁部４１ｂに位置している第２ピンスライド溝４３をさらに有す
る。第２ピンスライド溝４３は、第１ピンスライド溝４２２と同じ溝幅Ｗ２で延びている
。すなわち、溝幅Ｗ１および溝幅Ｗ２は、Ｗ１＝Ｗ２の関係を有する。また、第２ピンス
ライド溝４３は、第１ピンスライド溝４２２と同様に、ハンドル本体部４の長手方向Ｌ１
と略平行に、かつハンドル本体部４の先端部４ａに向かって延びている。
【００２２】
（ピン位置調整手段）
　ピン位置調整手段５は、上述したピン２の位置を調整する部材である。本実施形態のピ
ン位置調整手段５は、図３（ａ）に示すように、上述したピン挿通孔４２１を挟んで第１
ピンスライド溝４２２に対向するように位置している。また、本実施形態のピン位置調整
手段５は、第１ピンスライド溝４２２の長手方向Ｌ２と略平行な矢印Ｂ３方向に移動可能
に構成されている。
【００２３】
　本実施形態のピン位置調整手段５は、位置調整軸５１、軸固定部５２、および付勢手段
５３を有する（図１参照）。
【００２４】
　位置調整軸５１は、角柱状の部材である。角柱状としては、例えば四角柱状、六角柱状
、八角柱状、十角柱状等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、位置
調整軸５１は、正角柱状であるのが好ましい。本実施形態の位置調整軸５１は、正八角柱
状である。
【００２５】
　位置調整軸５１は、その後端部にネジ部５１１を有する。本実施形態では、上述したハ
ンドル本体部４が、その後端部４ｂに位置しているネジ孔４４をさらに有する。ネジ孔４
４は、位置調整軸５１のネジ部５１１に螺合可能であり、図３（ａ）に示すように、第１
ピンスライド溝４２２の長手方向Ｌ２に沿う延長上に位置している。これらの構成によれ
ば、位置調整軸５１を、その先端部側からネジ孔４４に挿通し、後端部のネジ部５１１を
ネジ孔４４に螺合させた状態にすることができる。そして、ネジ部５１１をネジ孔４４に
対して螺合回動させれば、位置調整軸５１の位置調整が可能となり、結果として後述する
ピン２の位置調整が可能となる。
【００２６】
　軸固定部５２は、上述した位置調整軸５１を固定する板状の部材である。本実施形態で
は、上述したハンドル本体部４が、その後端部４ｂ側に位置しているスライド孔４５をさ
らに有する（図１および図３（ａ）参照）。スライド孔４５は、第１ピンスライド溝４２
２の長手方向Ｌ２に対して略垂直な方向に延びており、ハンドル本体部４の下部に開口し
ている。このような構成によれば、軸固定部５２をスライド孔４５に挿入することによっ
て、軸固定部５２が第１ピンスライド溝４２２の長手方向Ｌ２に対して略垂直な方向にス
ライド可能となる。
【００２７】
　本実施形態の軸固定部５２は、図５（ａ）に示すように、軸挿通部５２１および一対の
内壁面５２２，５２２を有する。軸挿通部５２１は、位置調整軸５１に外接する外接円Ｏ
２の直径よりも大きな内径Ｄ２を有する。位置調整軸５１に外接する外接円とは、位置調
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整軸５１の長手方向に沿って位置調整軸５１をその先端部側から見たとき、位置調整軸５
１のうち後端部のネジ部５１１を除く部位を全て含む最小円のことを意味するものとする
。
【００２８】
　一対の内壁面５２２，５２２はいずれも、軸挿通部５２１に連続している。また、一対
の内壁面５２２，５２２は、位置調整軸５１に外接する上述した外接円Ｏ２の直径よりも
小さな間隔Ｗ３をおいて互いに対向して位置している。
【００２９】
　本実施形態の付勢手段５３は、軸固定部５２を矢印Ｂ１方向に付勢している部材である
。言い換えれば、本実施形態の付勢手段５３は、軸固定部５２のうち一対の内壁面５２２
，５２２側に位置している一端部５２ａから軸挿通部５２１側に位置している他端部５２
ｂに向けて軸固定部５２を付勢している部材である。
【００３０】
　本実施形態の付勢手段５３は、スプリングである（図１参照）。なお、付勢手段５３は
、軸固定部５２を所定の方向に付勢できる限り、スプリングに限定されるものではない。
【００３１】
　本実施形態のピン位置調整手段５によるピン２の位置調整は、次のようにして行う。ま
ず、図５（ａ）に示すように、付勢手段５３の矢印Ｂ１方向に示す付勢力に抗して、軸固
定部５２を矢印Ｂ２方向にスライド移動させ、位置調整軸５１を一対の内壁面５２２，５
２２の間から軸挿通部５２１に位置させる。なお、位置調整軸５１は、回動可能な限り、
その一部が一対の内壁面５２２，５２２の間に位置していてもよい。
【００３２】
　次に、図３（ａ）に示すように、位置調整軸５１のネジ部５１１をネジ孔４４に対して
螺合回動させて、位置調整軸５１を矢印Ｂ３方向に移動させる。その結果、位置調整軸５
１によってレバー基部３２が押され、レバー基部３２を軸支しているピン２が、レバー基
部３２とともに矢印Ｂ３方向に移動し、その位置が調整される。
【００３３】
　ピン２を位置調整した後、図５（ｂ）に示すように、付勢手段５３の矢印Ｂ１方向に示
す付勢力によって、軸固定部５２を矢印Ｂ４方向にスライド移動させ、位置調整軸５１を
軸挿通部５２１から一対の内壁面５２２，５２２の間に位置させる。これにより、位置調
整軸５１の回動方向の動きが、位置調整軸５１の外周面５１２が内壁面５２２に当接する
ことによって拘束され、結果として位置調整軸５１の位置が、軸固定部５２によって固定
される。なお、位置調整軸５１は、回動方向の動きが一対の内壁面５２２，５２２によっ
て拘束されている限り、その一部が軸挿通部５２１に位置していてもよい。
【００３４】
　ここで、本実施形態では、上述したピン位置調整手段５によるピン２の位置調整によっ
て、ピン２が以下の（Ｉ）～（III）を満たす状態で、ピン収容部４２内に収容されてい
る。
　（Ｉ）ピン２の長手方向Ｌ３が、第１ピンスライド溝４２２の長手方向Ｌ２に対して略
垂直である（図４参照）。
　（II）ピン２は、少なくとも一部がピン位置調整手段５によってピン挿通孔４２１から
第１ピンスライド溝４２２内にスライドされている（図３（ｂ）参照）。
　（III）ピン２は、そのフランジ部２１が第１側壁部４１ａの内面側に位置している第
１ピンスライド溝４２２の縁部４２２ａに係止されている（図３（ｂ）および図４参照）
。
【００３５】
　上述のとおり、円柱状のピンがハンドル本体部の挿通孔に圧入されている従来のブロー
チハンドルでは、繰り返しハンマーでブローチハンドルの後端部を叩くと、その衝撃によ
ってピンが挿通孔から抜け出してハンドル本体部から脱落するという問題があった。また
、他の従来のブローチハンドルとして、円柱状のピンがハンドル本体部に溶接された構成
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が知られている。しかし、このようなブローチハンドルに繰り返し滅菌処理をすると、溶
接部にマイクロクラックが発生して溶接部が破損し、結果としてピンがハンドル本体部か
ら脱落してしまう。本実施形態では、ピン２が上述の（Ｉ）～（III）を満たす状態でピ
ン収容部４２内に収容されていることから、繰り返し衝撃を受けたとしても、また繰り返
し滅菌処理をしたとしても、構造上ピン２がハンドル本体部４から脱落することがない。
それゆえ、本実施形態のブローチハンドル１によれば、人工股関節置換術を安全に行うこ
とが可能となる。なお、本実施形態では、ピン２の長手方向における両端部のうち、フラ
ンジ部２１の近傍に位置している一端部とは反対側の他端部は、第２ピンスライド溝４３
内に収容されている。
【００３６】
　本実施形態では、ピン２を収容しているピン収容部４２が、第１側壁部４１ａのうちハ
ンドル本体部４の後端部４ｂ側に位置している（図３（ｂ）参照）。また、本実施形態で
は、ハンドル本体部４が、その後端部４ｂに位置している被打撃部４６をさらに有する。
本実施形態の被打撃部４６は、いわゆる天板であり、ハンマーによって叩かれる部位であ
る。したがって、本実施形態では、ピン収容部４２が、ハンマーによって叩かれる被打撃
部４６の近傍に位置しており、比較的大きな衝撃を受け易い構成である。本実施形態では
、ピン２が上述の（Ｉ）～（III）を満たす状態でピン収容部４２内に収容されているこ
とから、比較的大きな衝撃を受けたとしてもピン２がハンドル本体部４から脱落すること
がない。
【００３７】
　一方、図１および図２に示すように、本実施形態のブローチハンドル１は、ハンドル本
体部４の先端部４ａから外方に突出しているステムブローチ嵌合部６をさらに備えている
。ステムブローチ嵌合部６は、図示しないステムブローチの近位端面に位置している凹状
の嵌合部に凹凸嵌合する凸状の部位である。
【００３８】
　また、本実施形態のブローチハンドル１は、ハンドル本体部４の先端部４ａ側に位置し
ているステムブローチ係合部７をさらに備えている。ステムブローチ係合部７は、図示し
ないステムブローチの近位端面に位置している凹状の係合部に係合して嵌合状態をロック
する鉤状の部位である。
【００３９】
　本実施形態のステムブローチ係合部７は、図２に示すように、ブローチハンドル１が備
えるシャフト部８の一端に接続されている。シャフト部８は、ハンドル本体部４の長手方
向Ｌ１に沿って延びている略棒状の部材であり、他端がレバー基部３２に接続されている
。したがって、本実施形態のステムブローチ係合部７は、シャフト部８を介してレバー基
部３２に接続されている。そして、本実施形態のステムブローチ係合部７は、レバー３の
回動に伴ってハンドル本体部４に対して少なくとも一部が矢印Ｃに示す外方に移動可能に
構成されている。なお、図２では、ステムブローチ係合部７の少なくとも一部が矢印Ｃに
示す外方に移動した状態を示している。レバー３によって操作されるステムブローチ係合
部７等のさらに詳しい説明は、例えば特開２０１３－９４３３１号公報等に記載されてい
る。
【００４０】
　以上、本発明に係る好ましい実施形態について例示したが、本発明は上述した実施形態
に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない限り任意のものとすることができ
ることは言うまでもない。
【００４１】
　例えば上述した実施形態では、フランジ部２１が略円環状であるが、上述した効果が得
られる限り、フランジ部２１の形状は略円環状に限定されるものではなく、所望の形状を
採用することができる。フランジ部２１の他の形状としては、例えば略多角形環状等が挙
げられる。
【００４２】
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　また、上述した実施形態では、フランジ部２１がピン２の外周部と一体に成形されてい
るが、これに代えて、フランジ部２１を別部材で構成してピン２の外周部に取り付けるこ
とができる。
【００４３】
　上述した実施形態では、フランジ部２１が、ピン２の長手方向における中央部よりも一
端部側に位置しているが、上述した効果が得られる限り、フランジ部２１の位置は一端部
側に限定されるものではなく、所望の位置に配置することができる。
【００４４】
　上述した実施形態では、第１ピンスライド溝４２２が、ハンドル本体部４の長手方向Ｌ
１と略平行に、かつハンドル本体部４の先端部４ａに向かって延びているが、上述した効
果が得られる限り、第１ピンスライド溝４２２は所望の方向に延ばすことができる。この
点、第２ピンスライド溝４３についても同様である。
【符号の説明】
【００４５】
１　ブローチハンドル
２　ピン
　２１　フランジ部
３　レバー
　３１　操作部
　３２　レバー基部
　　３２１　貫通孔
　　３２２　凹部
４　ハンドル本体部
　４ａ　先端部
　４ｂ　後端部
　４１ａ　第１側壁部
　４１ｂ　第２側壁部
　４１ｃ　内部空間
　４２　ピン収容部
　　４２１　ピン挿通孔
　　４２２　第１ピンスライド溝
　　　４２２ａ　縁部
　４３　第２ピンスライド溝
　４４　ネジ孔
　４５　スライド孔
　４６　被打撃部
５　ピン位置調整手段
　５１　位置調整軸
　　５１１　ネジ部
　　５１２　外周面
　５２　軸固定部
　　５２ａ　一端部
　　５２ｂ　他端部
　　５２１　軸挿通部
　　５２２　内壁面
　５３　付勢手段
６　ステムブローチ嵌合部
７　ステムブローチ係合部
８　シャフト部
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